
 

 

事 務 連 絡 

令 和 4 年 ７ 月 28 日 

 

   都 道 府 県 

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

  

発熱外来等での抗原定性検査キットの配布及び都道府県への抗原定性検査キットの配布に

関する質疑応答集について（vol.2） 

 

 

 

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうござ

います。 

「発熱外来における抗原定性検査キットの配布等について」（令和４年７月 21 日付け事務

連絡）及び「都道府県への抗原定性検査キットの配布について」（令和４年７月 25 日付け事

務連絡）について、質疑応答集（vol.2）を別添のとおりお示しいたします。 

※問６の追加 

 

 

  



 

 

発熱外来等での抗原定性検査キットの配布 

及び 

都道府県への抗原定性検査キットの配布に関する質疑応答集 

 

問１：国から都道府県に配布された抗原定性検査キットを用いた検査は、行政検査に該

当するのか。 

（答）： 

 ○ 今回、国から都道府県に配布する抗原定性検査キットを用いた検査は行政検査には

該当しません。 

 

問２：国から配布された抗原定性検査キットの配布対象者はどのような者か。 

（答） 

 ○ 今回の配布は、現下の感染状況（令和４年７月～）による外来医療のひっ迫に対応

するため、診療・検査医療機関（いわゆる発熱外来）等において、受診に代えて配布

できるよう、体制整備を要請（「発熱外来における抗原定性検査キットの配布等につい

て」（令和４年７月21日付け事務連絡））しているところ、こうした体制整備にあたっ

てキットの確保が困難といった声を伺い、特例的に実施するものです。 

 ○ こうした趣旨を踏まえ、国から配布した抗原定性検査キットの配布対象者は、有症

状者又は濃厚接触者に限定することとしています。 

 

問３：国から配布された抗原定性検査キットの配布は具体的にはどこか。  

（答） 

○ 都道府県からの配布先については、検査・診療医療機関（発熱外来）に限らず、地

域外来検査センター、薬局、公共施設、都道府県等が設置するキット配布センターな

ど、幅広に検討していただければと考えております。 

○ ただし、今般の国からのキット配布は、外来医療のひっ迫への対応として特例的に

実施しているものであるため、例えば、無症状の方への無料検査事業に使用する分と

して配布することや高齢者施設等における集中的検査に使用する分として配布するこ

と等は想定しておりません。 

 

問４：国から配布されたキットの都道府県での保管費用や配送費用について、国の財政

支援措置如何。 

（答） 

 国から配布されたキットの都道府県での保管費用や配送費用は感染症予防事業費負担金

の対象とはなりませんが、内閣府の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金」の地方単独事業分等の活用は可能です。 

 

 



 

 

問５：発熱外来等での抗原定性検査キットの配布について、国から都道府県に無償譲渡さ

れる抗原検査キットが届くのを待たず、都道府県の在庫等を活用して配布しても差し支

えないか。 

（答） 

○ 今回緊急に配布する趣旨に照らせば、国から配分する検査キットを発熱外来等に配布す

るに当たり、都道府県が独自に確保した検査キットを活用して、国からの配布を待つこと

なく発熱外来等に配布することを検討ください。 

 

○ また、可能な限り早く発熱外来等に検査キットを到達させるため、都道府県が有してい

る検査キットを、一部であってもまずは発熱外来等に配布し、後ほど国から配分された検

査キットと置き換える運用なども柔軟に検討ください。 

 

問６：国から配布された抗原定性検査キットを、医療機関が患者への診療において使用

してよいか。 

（答） 

○ 現下の状況に鑑み、都道府県が管内の医療機関の診療用のキット不足に対応する際、

都道府県にキットの在庫がない場合にあっては、国から配布された抗原定性検査キット

を医療機関に診療用として緊急的に供与することは差し支えありません。 

○ その場合は都道府県において、供与した分と同数のキットを、有症状者又は濃厚接触

者が自ら検査を行う分として配布できるよう、事後的に確保していただくようお願いい

たします。 

 

 

 

※ 診療報酬関係については、おって厚生労働省保険局医療課からお示しするとともに、こ

ちらの質疑応答集でもお示しいたします。 

 

 


